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基本目標１ 人権の尊重と福祉のこころの醸成

施策 01 意思決定支援や権利擁護の推進 

 高齢者や障害者、子どものみならず、すべての人々が基本的人権を持つ個人として

の尊厳にふさわしい日常生活や社会生活が自らの意思が尊重される形で送れるよう

にするため、その人に関わるすべての人が意思決定支援の重要性について理解が進

むよう家族などの身近な人や専門職等の支援者に周知啓発します。 

 人権侵害の最たるものの一つである高齢者や障害者、子どもなどに対する虐待の防

止や差別の解消のため権利擁護の体制を整備するなど個人の尊厳を守ります。 

事業名 

（事業コード） 
内容 担当部署 

意思決定支援の推進 

（１００１） 

●自ら意思を決定することや表明することが困難な人に

とってのあらゆる日常生活・社会生活の場面における意

思決定支援の必要性について、身近な人や支援者等に対

して周知啓発します。また、支援者に向けた研修等を通

じて意思決定支援についての理解啓発を図り、必要な支

援が行われることを推進します。 

虐待の早期発見・早期

対応 

（１００２） 

●日頃から早期に虐待の全庁を察知できるよう、市民へ

の啓発や事業所の職員等のスキルアップを図ります。 

また、地域包括支援センターは高齢者虐待対応の窓口と

して、早期の段階で相談が入るよう、地域や関係機関と

連携を強化します。 

虐待ネットワークの構

築 

（１００３） 

●地域包括支援センター、権利擁護支援センター、医師

会、警察、保健所、民生委員、介護・障害福祉関係者等

による高齢者虐待と連携した虐待ネットワーク会議を開

催し、早期発見・早期対応を図るため、関係機関との連

携を図ります。 

尾張東部権利擁護支援

センターによる相談支

援及び成年後見制度等

の利用促進 

（１００４） 

●成年後見制度の利用に係る相談、普及啓発、利用促進

の事業を行い、専門職による認知症の人等の権利擁護

を図ります。また、死後事務を含め身寄りのない人に

対する必要な支援について、尾張東部権利擁護支援セ

ンターを中心に検討します。 

施策の方針

推進施策・事業（例示）



第４章 地域福祉推進のための施策・事業 

2 

事業名 

（事業コード） 
内容 担当部署 

●必要な人が、成年後見制度や日常生活自立支援事業の

利用につながるよう周知、啓発を図ると共に、関係機

関の連携を図ります。尾張東部６市町により設置した

尾張東部権利擁護支援センターにより、成年後見制度

の利用に係る相談、普及啓発、利用促進の事業を行い、

専門職による認知症の人等の権利擁護を図ります。 

※「主な関係部署等」の課名については、令和６年度行政機構の名称を記載しています。 
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施策 02 福祉への理解・啓発活動・気づきの推進 

 様々な人が支え合い共に暮らす社会づくりの第 1 歩として、福祉に関する意識啓発

のための情報提供を進めます。 

 市民の福祉のこころを育むため、福祉実践教室・各種研修などを開催し、福祉に対

する市民の理解を広め、深めます。 

 地域での困りごとや住民の福祉ニーズに気付き、必要な支援につなげられるよう、

専門機関への適切なつなぎ役となる住民意識の向上につなげるために必要な情報を

提供します。 

 気づきに対しての意識づくりのため、民生委員・児童委員、市民ボランティアやま

ちの守り人、認知症サポーター、ゲートキーパー、子育てサークルのメンバーなど、

多様な人材の育成と確保を進めます。 

事業名 

（事業コード） 
内容 担当部署 

福祉関連情報の提供 

（２００１） 
●・・・・・ 

福祉実践教室の実施 

（２００２） 
●・・・・・ 

気づきのための意識づく

り 

（２００３） 

●・・・・・ 

民生委員・児童委員活動

事業 

（２００４）

●・・・・・ 

※「主な関係部署等」の課名については、令和６年度行政機構の名称を記載しています。 

施策の方針

推進施策・事業（例示）



第４章 地域福祉推進のための施策・事業 
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基本目標２ 包括的な相談支援体制構築と福祉サービスの充実

施策 03 相談支援体制の構築 

 老老介護や認認介護、生活困窮を抱えている世帯、身寄りがない中高年者、高齢者

とひきこもりの８０５０問題、子育てと介護のダブルケア、子どもの貧困やヤング

ケアラー問題など、制度の狭間にある人・世帯や複雑かつ複合的な地域生活課題を

抱えている人・世帯に対し、生活上の悩みや不安の解消に向けた属性や世代を問わ

ずに対応できる重層的支援体制の構築を進めます。 

 多様な地域生活課題を早期に発見し、必要な相談支援につなげるため、地域住民等

による見守り活動やつどいの場の活動促進し、そうした活動を通じて地域住民等が

要支援者等の実態を把握と困りごとを把握し専門機関につなげていけるよう、適切

な関係機関へ連携・協働するための体制づくりを強化します。 

 生活上の悩みや不安、困りごとを抱えている人・世帯が、問題が深刻化する前に市

や市社協及び専門機関の窓口へ相談できるよう、相談窓口の周知と各種相談窓口の

充実を図ります。また、どの窓口であっても相談を受け止め必要に応じて他の専門

機関につないだりできる連携・協働のネットワーク体制を整えます。 

事業名 

（事業コード） 
内容 担当部署 

市民の相談を断らず受

けとめる重層的支援体

制の構築 

（３００１） 

●・・・・・  

包括的な相談支援事

業 
●・・・・・  

多機関協働事業 ●・・・・・  

アウトリーチを等を

通じた継続的な支援

事業 

●・・・・・  

参加者支援事業 ●・・・・・  

地域づくり事業 ●・・・・・  

地域での身近な困りご

との相談支援体制の促

進 

（３００２） 

●・・・・・  

専門的な相談支援体制

の充実と周知 

（３００３） 

●・・・・・  

施策の方針

推進施策・事業（例示）
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事業名 

（事業コード） 
内容 担当部署 

高齢者の相談窓口の

周知と充実 
●・・・・・  

障害のある人の相談

窓口の周知と充実 
●・・・・・  

子ども・子育てに関

する相談支援 
●・・・・・  

子ども自身の悩み等

の相談窓口の周知と

充実 

●・・・・・  

生活困窮などに関す

る相談支援 
●・・・・・  

犯罪をした人等への

社会復帰支援のため

の伴走支援 

●・・・・・  

※「主な関係部署等」の課名については、令和６年度行政機構の名称を記載しています。 



第４章 地域福祉推進のための施策・事業 
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施策 04 福祉サービスの充実 

 福祉サービスを必要としている人が、自分に合ったサービスを自らの意思で選べる

よう、高齢者支援、障害のある人への支援、子育て支援、生活困窮者支援などの各種

福祉サービスの充実を図ります。このため、福祉サービスへの民間参入を促進しま

す。 

 福祉サービスの質の確保と公正かつ的確なサービス提供が行われるよう、苦情解決

への対応や福祉事業者の指導、評価体制の充実に努めます。 

 相談支援や福祉サービスが必要な人・世帯が、必要な時に必要な情報へ的確にアク

セスできるよう、多様な媒体や方法を活用して情報提供を進めます。 

 高齢者、障害のある人、子ども、生活困窮者などに対して、必要に応じて複数の分野

の福祉サービスを組み合わせた包括的な支援を提供し、家族全体を支えるための総

合的な福祉サービスの展開を進めます。そのため、関係部署間で密に協議しながら

取り組んでいきます。  

事業名 

（事業コード） 
内容 担当部署 

各分野の福祉サービス

の充実 

（４００１） 

●・・・・・  

地域福祉サービスへの

民間参入 

（４００２） 

●・・・・・  

福祉サービスに関する

情報の収集と発信 

（４００３）

●・・・・・  

分野横断的な包括的福

祉サービスの展開 

（４００４） 

●・・・・・  

移動制約者に対する

支援 
●・・・・・  

住宅確保配慮者に対

する横断的な支援 
●・・・・・  

制度の狭間の課題解

決のための施策・事

業検討 

●・・・・・  

※「主な関係部署等」の課名については、令和６年度行政機構の名称を記載しています。 

施策の方針

推進施策・事業（例示）
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基本目標３ 地域福祉を支える人づくり・活動支援

施策 05 地域福祉を支える担い手の発掘・育成 

 多くの市民が地域福祉活動やボランティア活動に深い関心を持ち、積極的に参加で

きるようにするため、地域福祉活動に関する啓発や情報提供を積極的に推進し、コ

ーディネート機能の強化を図ります。 

 地域福祉活動やボランティア活動に「参加したい」という気持ちを実際の行動に繋

げるため、気軽に参加できる活動メニューや、それに適したマッチングの仕組を検

討します。  

 障害者や認知症の高齢者、生活困難を抱える若者やひきこもり等の社会的に孤立し

ている人などが地域福祉の担い手や様々な社会・経済活動において役割をもって活

躍できる機会・場の創出を図ります。このため、生活支援コーディネーターやＣＳ

Ｗ、就労的活動支援コーディネーター等による連携・支援体制の強化を図ります。 

事業名 

（事業コード） 
内容 担当部署 

地域福祉活動やボラン

ティアに関する啓発と

情報提供 

（５００１） 

●・・・・・  

地域福祉の担い手とな

る人材の育成・確保 

（５００２） 

●・・・・・  

市職員や社協職員、事

業者等関係機関職員に

対する福祉研修の実施

（５００３）

●・・・・・  

地域福祉活動の潜在層

を顕在化させるための

仕組づくり 

（５００４）

●・・・・・  

就労的活動の場・機会

創出 

（５００５） 

●・・・・・  

高齢者の就労支援 ●・・・・・  

施策の方針

推進施策・事業（例示）



第４章 地域福祉推進のための施策・事業 
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事業名 

（事業コード） 
内容 担当部署 

障害者就労支援事業 ●・・・・・  

若年無就業者就労支

援事業 
●・・・・・  

就労準備支援事業 ●・・・・・  

※「主な関係部署等」の課名については、令和６年度行政機構の名称を記載しています。 
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施策 06 地域福祉活動の支援と社会資源のネットワーク・協働 

 生活上の悩みや困りごとを抱える人・世帯が、それを周囲に伝えて助けを求めやす

くなるような社会環境づくりを進めます。 

 安否確認や見守り活動、ふれあい・いきいきサロンやほっとカフェといったつどい

の場（居場所）づくり、ワンコインサービスのような生活支援活動等の地域福祉活

動の継続と、新たな地域福祉活動の立ち上げやその体制づくりを支援します。 

 複雑かつ複合的な地域生活課題の解決や多様な支援ニーズに応えるため、属性や世

代を問わない協議の場を既存の仕組みを基に設置します。また、その協議の場にお

いて、地域福祉課題の把握と多様な社会資源の発掘・創出のきっかけとなり、地域

福祉活動関連団体同士や様々な社会資源相互の連携・ネットワークによる多様な取

組が生まれるよう支援します。 

 例えば、災害発生時に医療的ケア等が必要な災害時避難行動要支援者への対応につ

いては、専門機関や専門職との役割分担が必要となるため、住民互助の地域福祉活

動と専門機関等との連携を推進していきます。 

事業名 

（事業コード） 
内容 担当部署 

福祉まちづくり協議会

の設置と運営支援 

（６００１） 

●・・・・・  

福祉まちづくり協議会

と同等の活動を行う組

織・団体等の設置と運

営支援 

（６００２）

●・・・・・  

安否確認や見守り活

動の支援 
●・・・・・  

ワンコインサービス

等の生活支援活動 
●・・・・・  

生活支援コーディネー

ターやＣＳＷ等による

相談・コーディネート

機能の充実や社会資源

の創出及びネットワー

ク化 

（６００３） 

●・・・・・  

当事者団体等の活動支 ●・・・・・  

施策の方針

推進施策・事業（例示）
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事業名 

（事業コード） 
内容 担当部署 

援 

（６００４） 

住民組織と福祉団体・

福祉事業者とのマッチ

ングの推進 

（６００５）

●・・・・・ 

団体同士がつながる交

流の場の開催 

（６００６）

●・・・・・ 

各種補助金による地域

福祉活動支援 

（６００７）

●・・・・・ 

避難行動要支援者支援

制度の推進 

（６００８）
●・・・・・ 

地域ＢＣＰの推進 

（６００９） 
●・・・・・ 

※「主な関係部署等」の課名については、令和６年度行政機構の名称を記載しています。 
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施策 07 多様な地域住民が集う場づくり 

 高齢者、障害のある人、子どもや親子、学校や職場などに通いづらいと感じている

方、外国人など、多様な人に向けた居場所づくりや交流の場・機会づくりを官民連

携で進めます。 

事業名 

（事業コード） 
内容 担当部署 

多様な地域住民が集う

場づくり 

（７００１）

●・・・・・  

つどいの場づくり事

業 
●・・・・・  

児童館利用・子ども

対象事業 
●・・・・・  

放課後児童対策事業 ●・・・・・  

日進市教育支援セン

ター（ハートフレン

ドにっしん） 

●・・・・・  

親と乳幼児の居場所

（親子教室や子育て

ひろば） 

●・・・・・  

障害者の居場所 ●・・・・・  

空家や住宅等の空きス

ペースを活用した地域

福祉活動拠点の確保 

（７００２）

●・・・・・  

※「主な関係部署等」の課名については、令和６年度行政機構の名称を記載しています。 

施策の方針

推進施策・事業（例示）


